
規

則

路
線
名

告

示
区

間

変
更
前
変

更
後
の
別

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
六
十
号

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
２
の
二�
中｢

二
、
四
○
四
、
○
○
○
円｣

を｢

二
、
三
八
七
、
○
○
○
円｣

に
改

め
、
同
表
の
三
の
３
の
一�
中｢

一
七
、
五
○
○
円｣

を｢

一
七
、
三
○
○
円｣

に
、｢

二
二
、
六
○
○

円｣

を｢

二
二
、
三
○
○
円｣

に
、｢

三
三
、
三
○
○
円｣

を｢

三
二
、
八
○
○
円｣

に
、｢

三
九
、

九
○
○
円｣

を｢

三
九
、
三
○
○
円｣

に
、

｢

五
○
、
五
○
○
円｣

を｢

四
九
、
八
○
○
円｣

に
、

｢

七
、
四
○
○
円｣

を｢

七
、
三
○
○
円｣

に
、｢

二
九
、
○
○
○
円｣

を｢

二
八
、
六
○
○
円｣

に
、

｢

三
七
、
五
○
○
円｣

を｢

三
七
、
○
○
○
円｣

に
、｢

五
二
、
三
○
○
円｣

を｢

五
一
、
六
○
○
円｣

に
、｢

六
一
、
三
○
○
円｣

を｢

六
○
、
四
○
○
円｣

に
、｢

七
七
、
○
○
○
円｣

を｢

七
五
、
九
○

○
円｣

に
、｢

一
○
、
五
○
○
円｣

を｢

一
○
、
四
○
○
円｣

に
改
め
、
同
表
の
三
の
３
の
二�
中｢

五
、

｢
｢

七
○
○
円｣

を｢

五
、
六
○
○
円｣

に
、

七
、
七
○
○
円

を

七
、
六
○
○
円

｣
｣

に
、｢

一
一
、
六
○
○
円｣

を｢

一
一
、
四
○
○
円｣

に
、｢

一
四
、
○
○
○
円｣

を｢

一
三
、
八
○

｢
｢

○
円｣

に
、

一
七
、
七
○
○
円

を

一
七
、
五
○
○
円

に
、｢

九
、
二
○
○
円｣

を

｣
｣

｢

九
、
一
○
○
円｣

に
、｢

一
二
、
二
○
○
円｣

を｢

一
二
、
○
○
○
円｣

に
、｢

一
七
、
一
○
○
円｣

を｢

一
六
、
九
○
○
円｣

に
、｢

二
○
、
三
○
○
円｣

を｢

二
○
、
○
○
○
円｣

に
、｢

二
五
、
八
○

○
円｣

を｢

二
五
、
四
○
○
円｣

に
改
め
、
同
表
の
九
の
３
中｢

一
九
九
、
○
○
○
円｣

を｢

二
○
一
、

○
○
○
円｣

に
、｢

一
五
九
、
二
○
○
円｣

を｢

一
六
○
、
八
○
○
円｣

に
改
め
、
同
表
の
十
二
の
２

中｢

一
三
七
、
五
○
○
円｣

を｢

一
三
四
、
二
○
○
円｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
一�
中｢

二
三
、
六
○
○
円｣

を｢

二
二
、
四
○
○
円｣

に
改
め
、
同
表
の
一

の
１
の
二�
中｢

一
七
、
一
○
○
円｣

を｢

一
六
、
九
○
○
円｣

に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
四�
中｢

一

五
、
六
○
○
円｣

を｢

一
五
、
三
○
○
円｣

に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
五�
中｢

一
七
、
○
○
○
円｣

を｢

一
六
、
九
○
○
円｣

に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
六�
中｢

一
五
、
九
○
○
円｣

を｢

一
五
、
四
○

○
円｣

に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
七�
及
び
八�
中｢

一
四
、
九
○
○
円｣

を｢

一
四
、
五
○
○
円｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

災
害
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

六
三
八

告

示

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
三
件

六
三
八

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

六
三
九

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件
二
件

六
三
九

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件
二
件

六
四
〇

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
四
〇

○
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
が
あ
っ
た
件

六
四
一

○
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

六
四
二

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
件

六
四
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団

体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ

た
件

六
四
三

○
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
告

示
す
る
件
二
件

六
四
三

○
異
議
の
申
出
に
つ
い
て
決
定
し
た
件

六
五
一



路
線
名

県
道
穴
原

十
綱
線

路
線
名

県
道
福
島

保
原
線

路
線
名

区

間

福
島
市
飯
坂
町
字
若
葉
町

一
二
番
一
五
地
先
か
ら

同

市
飯
坂
町
字
若
葉
町

九
番
三
地
先
ま
で

区

間

伊
達
市
保
原
町
字
油
谷
地

一
番
一
地
先
か
ら

同

市
保
原
町
字
油
谷
地

六
番
二
地
先
ま
で

区

間

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
二
・
〇
〜

一
二
・
一

五
・
五
〜

五
・
六

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
二
・
〇
〜

一
四
・
六

一
二
・
〇
〜

一
二
・
一

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
八
・
九

一
八
・
九

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

九
三
・
〇

九
三
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
社
田
浅
川
線

路

線

名

県
道
社
田

浅
川
線

路
線
名

公

告
白
河
市
表
郷
堀
之
内
字
堀

之
内
二
九
四
番
一
地
先
か

ら同

市
表
郷
堀
之
内
字
山

ノ
神
一
〇
五
番
地
先
ま
で

区

間

白
河
市
表
郷
堀
之
内
字
堀
之
内
二
九
四
番
一
地
先

か
ら

同

市
表
郷
堀
之
内
字
山
ノ
神
一
〇
五
番
地
先
ま

で
供

用

開

始

の

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

五
・
〇
〜

九
・
〇

Ｂ

六
・
〇
〜

四
一
・
〇

Ａ

五
・
〇
〜

九
・
〇

Ｂ

六
・
〇
〜

四
一
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

平
成
二
二
年
一
二

月
二
六
日

供
用
開
始
の
期
日

四
八
〇
・
〇

四
五
〇
・
〇

四
八
〇
・
〇

四
五
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

公
告
第
四
百
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
九
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
コ
ア
ラ
ハ
ウ
ス

三

代
表
者
の
氏
名

安
部

聖
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
会
津
若
松
市
北
会
津
町
中
荒
井
七
百
二
十
七
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
乳
幼
児
に
対
し
て
、
保
育
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
子
育
て
支
援
に
寄
与
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ひ
ま
わ
り

三

代
表
者
の
氏
名

島
田

美
貴
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
い
わ
き
市
内
郷
御
厩
町
三
丁
目
百
四
十
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
知
的
障
が
い
者
や
身
体
障
が
い
者
に
対
し
て
、
授
産
製
品
の
製
造
作
業
と
社
会
活

動
を
通
し
て
、
個
人
の
特
性
に
合
わ
せ
た
日
常
生
活
訓
練
を
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
安
心

し
、
健
や
か
に
、
い
き
い
き
と
生
活
で
き
る
よ
う
に
支
援
し
、
地
域
社
会
で
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
四
百
五
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

矢
吹
原
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

鈴
木

和
夫

白
河
市
大
工
町
三
八
番
地
三

同

遠
藤

栄
作

岩
瀬
郡
鏡
石
町
東
町
五
〇
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
四
百
六
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
北
部
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
久
間

弘
之

喜
多
方
市
字
西
四
ッ
谷
二
三
番
地

サ
ニ
ー
ハ
イ
ツ
三
〇
二
号
室

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
か
ら
次
の
と
お
り
政
治
団
体
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

名

の
氏
名

み
ん
な
の
党
福
島

瀬
野

勝
治

小
倉

将
人

会
津
若
松
市
東
栄
町
四
│

平
成
二
二
年

県
喜
多
方
市
広
域

一
七
ニ
ュ
ー
パ
ー
ク
ハ
イ

一
一
月
五
日

第
一
支
部

ツ
１
Ｆ

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
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国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

名

の
氏
名

安
斎
ま
ち
こ
後
援

遠
藤

芳
孝

上
遠
野

武

郡
山
市
大
槻
町
字
原
田
五

平
成
二
二
年

会

六
│
七

一
〇
月
一
三

日

安
斎
ま
ち
こ
市
政

安
斎

ま
ち

渡
部

衣
子

郡
山
市
大
槻
町
字
原
田
五

平
成
二
二
年

研
究
会

こ

六
│
七

一
一
月
一
六

日

小
川
尚
一
と
共
に

小
川

尚
一

但
野

義
和

南
相
馬
市
原
町
区
南
町
一
│

平
成
二
二
年

歩
む
会

一
三
二

一
〇
月
八
日

木
村
秋
夫
後
援
会

木
村

洋
和

木
村

智

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
川

平
成
二
二
年

原
田
字
下
町
九
一

一
〇
月
一
日

車
田
け
ん
ぞ
う
後

車
田

憲
三

車
田

憲
三

須
賀
川
市
卸
町
二
五

平
成
二
二
年

援
会

一
〇
月
四
日

小
室
辰
雄
後
援
会

小
室

武
寿

大
越

澄
夫

西
白
河
郡
中
島
村
大
字
滑

平
成
二
二
年

津
字
代
畑
九
四

一
〇
月
六
日

佐
藤
た
か
し
後
援

佐
藤

孝

佐
藤

礼
子

福
島
市
飯
坂
町
平
野
字
前

平
成
二
二
年

会

田
二
│
二

一
一
月
一
九

日

佐
藤
徹
哉
後
援
会

村
上

壽
美

佐
藤

佳
子

郡
山
市
菜
根
一
丁
目
二
一
│

平
成
二
二
年

夫

八

一
一
月
一
六

日

白
川
敏
明
後
援
会

畠

宏
之

佐
藤

裕
美

福
島
市
飯
坂
町
字
中
原
三

平
成
二
二
年

連
合
会

六

一
〇
月
二
二

日

高
野
光
二
後
援
会

�
野

光
二

富
田

信
芳

南
相
馬
市
小
高
区
小
谷
字

平
成
二
二
年

江
戸
内
四
三

一
〇
月
四
日

�
野
け
ん
す
け
を

多
田

穣
治

持
舘

福
雄

南
相
馬
市
鹿
島
区
小
池
字

平
成
二
二
年

育
て
る
会

原
畑
一
三

九
月
二
八
日

圓
谷
年
雄
後
援
会

圓
谷

年
雄

服
部

和
人

須
賀
川
市
桙
衝
字
新
田
四

平
成
二
二
年

チ
ャ
ー
リ
ー
＆
ア

三

一
一
月
二
五

ソ
シ
エ
イ
ツ

日

廣
田
耕
一
後
援
会

廣
田

耕
一

續
橋

�
幸

郡
山
市
日
和
田
町
字
南
原

平
成
二
二
年

二
│
一
一
一

一
一
月
一
九

日

�
田
尚
一
後
援
会

遠
藤

昌
典

佐
藤

秀
雄

郡
山
市
�
瀬
町
河
内
字
屋

平
成
二
二
年

敷
一
五
七

一
一
月
二
日

�
田
尚
一
市
政
研

�
田

尚
一

遠
藤

昌
典

郡
山
市
�
瀬
町
河
内
字
屋

平
成
二
二
年

究
会

敷
一
五
七

一
一
月
二
日

山
田
雅
彦
後
援
会

鹿
山

明

古
内

照
一

南
相
馬
市
原
町
区
押
釜
字

平
成
二
二
年

山
鳥
�
一
六
三

九
月
二
九
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か

ら
次
の
と
お
り
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

政
党
の
支
部

内

容

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

届
出
年
月
日

新

旧

自
由
民
主
党
会
津
高

代
表
者

本
名

敏
美

杉
山

純
一

平
成
二
二
年
一

田
支
部

〇
月
一
二
日

事
務
所
所
在
地

大
沼
郡
会
津
美

大
沼
郡
会
津
美

里
町
字
宮
ノ
越

里
町
勝
原
字
竹

四
〇
〇
二
│
三

原
二
三
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自
由
民
主
党
福
島
県

代
表
者

高
橋

良
和

西
條

善
男

平
成
二
二
年
一

支
部
連
合
会
ハ
イ
ヤ

〇
月
一
二
日

ー
タ
ク
シ
ー
職
域
支

部自
由
民
主
党
福
島
県

代
表
者

鈴
木

淳
策

小
林

光
吉

平
成
二
二
年
一

宅
建
支
部

〇
月
一
二
日

事
務
所
所
在
地

郡
山
市
長
者
一

南
相
馬
市
原
町

丁
目
三
│
七

区
南
町
一
│
一

自
由
民
主
党
福
島
県

代
表
者

塚
原

洋
一

一
重

靖
夫

平
成
二
二
年
一

た
ば
こ
販
売
支
部

〇
月
二
五
日

会
計
責
任
者

渡
辺

直
忠

塚
原

洋
一

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

内

容

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

届
出
年
月
日

新

旧

あ
す
な
ろ
の
会

事
務
所
所
在
地

福
島
市
松
川
町

福
島
市
松
川
町

平
成
二
二
年
一

沼
袋
字
戸
ノ
内

字
後
原
七
五

一
月
二
六
日

八
七
│
四
六

梅
津
政
則
後
援
会

会
計
責
任
者

佐
藤

徹

渡
邉

弘
人

平
成
二
二
年
一

一
月
一
九
日

大
越
彰
後
援
会

代
表
者

平
石

家
治

古
川

栄
治

平
成
二
二
年
九

月
三
〇
日

幸
福
実
現
党
福
島
県

事
務
所
所
在
地

二
本
松
市
若
宮

福
島
市
御
山
字

平
成
二
二
年
一

本
部

二
│
一
九
六

井
戸
上
四
八
│

一
月
二
五
日

一
〇

佐
藤
健
一
後
援
会

代
表
者

佐
藤

健
一

小
堺

典
夫

平
成
二
二
年
一

〇
月
二
六
日

全
国
た
ば
こ
販
売
政

代
表
者

塚
原

洋
一

一
重

靖
夫

平
成
二
二
年
一

治
連
盟
福
島
県
地
区

〇
月
二
五
日

本
部

会
計
責
任
者

渡
辺

直
忠

塚
原

洋
一

高
松
義
行
後
援
会

代
表
者

大
内

勉

遊
佐

信
市

平
成
二
二
年
一

一
月
一
七
日

会
計
責
任
者

関

信
宏

高
松

香
代
子

丹
治
ト
モ
ユ
キ
後
援

事
務
所
所
在
地

福
島
市
松
川
町

福
島
市
松
川
町

平
成
二
二
年
一

会｢

智
の
会｣

沼
袋
字
戸
ノ
内

字
後
原
七
五

一
月
二
六
日

八
七
│
四
六

福
島
県
自
動
車
整
備

代
表
者

荒
井

宏
美

金
子

與
志
邦

平
成
二
二
年
一

政
治
連
盟

一
月
二
九
日

福
島
地
区
さ
と
う
正

代
表
者

渡
辺

和
裕

田
中

須
美
子

平
成
二
二
年
一

久
を
支
え
る
会

一
月
一
六
日

会
計
責
任
者

吉
田

茂

加
藤

広
輝

事
務
所
所
在
地

福
島
市
方
木
田

福
島
市
八
木
田

字
本
方
木
田
四

字
中
島
一
〇
八

六
│
一
敬
愛
会

│
二

方
木
田
ビ
ル
２

Ｆ

プ
ロ
グ
レ
シ
ブ
会
津

代
表
者

村
澤

智

加
藤

岳
夫

平
成
二
二
年
一

一
月
一
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

政
治
団
体
で
な

政
治
団
体
で
な
く
な
っ
た
年

く
な
っ
た
理
由

月
日
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全
国
社
会
保
険
推
進
連
盟
福
島
県
支
部

解
散

平
成
二
二
年
九
月
三
〇
日

高
野
光
二
後
援
会

同

平
成
一
八
年
一
二
月
三
一
日

日
本
信
義
会

同

平
成
二
二
年
一
一
月
一
二
日

三
浦
一
良
後
援
会

同

平
成
二
二
年
九
月
三
〇
日

山
田
雅
彦
後
援
会

同

平
成
二
二
年
八
月
三
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

届
出
者
の
氏

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団

主
た
る
事
務
所

代
表
者
の
氏

届
出
年
月
日

名

体
の
名
称

の
所
在
地

名

佐
藤

健
一

県
議
会
議
員

佐
藤
健
一
後

い
わ
き
市
内
郷

佐
藤

健
一

平
成
二
二
年

援
会

宮
町
金
坂
三

一
〇
月
二
六

日

圓
谷

年
雄

須
賀
川
市
議

圓
谷
年
雄
後

須
賀
川
市
桙
衝

圓
谷

年
雄

平
成
二
二
年

会
議
員

援
会
チ
ャ
ー

字
新
田
四
三

一
一
月
二
五

リ
ー
＆
ア
ソ

日

シ
エ
イ
ツ

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

届
出
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

届

出

年

月

日

�
野

光
二

南
相
馬
市
議
会
議

高
野
光
二
後
援
会

平
成
二
二
年
一
〇
月
一
日

員

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
政
治
団
体
の
平
成
二
十
年
分
か
ら
平
成
二
十
一
年
分
の
各
年
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

平成22年12月21日 火曜日 福 島 県 報 第2243号 643



平成22年12月21日 火曜日 福 島 県 報 第2243号644



平成22年12月21日 火曜日 福 島 県 報 第2243号 645

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
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� �
� �
� �

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
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� �
� �
� �
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� �
� �
� �
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政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

日 本 信 義 会 22.11.12

山 田 雅 彦
後 援 会 22. 9.27

政 治 団 体
の 名 称
届 出 者
(公職の種類)

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

丹治トモユキ
後援会 ｢智の会｣
丹 治 智 幸
(福島市議会議員)

22.11.26

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

あすなろの会 22.11.26

日 本 信 義 会 22.11.12

福島地区さとう
正久を支える会 22.11.15 19,742 19,742

山 田 雅 彦
後 援 会 22. 9.27

円 円 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

� �
� �
� �
� �
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� �
� �
� �
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� �
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[平成20年分：通常・その他の政治団体]

[平成21年分：通常・資金管理団体]

[平成21年分：通常・その他の政治団体]



福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

さ
れ
た
政
治
団
体
の
平
成
十
八
年
分
及
び
平
成
二
十
二
年
分
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

平成22年12月21日 火曜日 福 島 県 報 第2243号 647
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平成22年12月21日 火曜日 福 島 県 報 第2243号 649

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

支 出 の 内 訳

資 産

等 の

有 無

経 常 経 費 政 治 活 動 費

人 件 費 光熱水費
備品・消

耗 品 費
事務所費 計

組 織

活 動 費

選 挙

関 係 費

機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費
調 査

研 究 費

寄 附 ・

交 付 金

その他の

経 費
計

うち､
交付金
支 出

機 関 紙 誌
の 発 行
事 業 費

宣 伝
事 業 費

政 治 資 金
パーティー
開催事業費

その他の
事 業 費

小 計

44,615 44,615 77,515 135,924 213,439

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円
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平成22年12月21日 火曜日 福 島 県 報 第2243号650

政 治 団 体
の 名 称
届 出 者
(公職の種類)

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

高野光二後援会
� 野 光 二
(南相馬市議会議員)

22.10. 1

政 治 団 体

の 名 称

報 告

年月日

収入･支出の総額
収 入 の 内 訳 ( ※ 印 は ､ 内 訳 明 細 を 別 に 記 載 し て あ る も の )

前 年

繰 越 額

党費・会費 寄 附

事業収入 借 入 金
交 付 金

収 入

その他の

収 入収入総額 支出総額 金 額 員 数 個 人
うち､
特 定
寄 附

法人その

他の団体
政治団体 小計�

うち､
あっせ
んによ
るもの

政 党
匿 名
寄 附
�

合 計

�＋�

全国社会保険
推 進 連 盟
福 島 県 支 部

22.10. 8 258,054 258,054 196,997 61,000 61 57

日 本 信 義 会 22.11.12

三 浦 一 良
後 援 会 22.10.12

山 田 雅 彦
後 援 会 22. 9.27

円 円 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

� �
� �
� �
� �
� �
� 	

� �
� �
� �
� �
� �
� 	

円 円 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

� �
� �
� �
� �
� �
� 	

� �
� �
� �
� �
� �
� 	

[平成18年分：解散・資金管理団体]

[平成22年分：解散・その他の政治団体]



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
八
号

耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
千
四
百
四
十
二
番
地
板
垣
富
士
雄
か
ら
提
起
さ
れ
た
異
議
の
申

出
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

決

定

書

異
議
申
出
人

住
所

耶
麻
郡
西
会
津
町
野
沢
字
上
原
乙
二
千
四
百
四
十
二
番
地

氏
名

板
垣

富
士
雄

右
記
異
議
申
出
人
か
ら
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
一
日
付
け
で
提
起
さ
れ
た
異
議
の
申
出
に
つ
い

て
、
福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会(

以
下｢
当
委
員
会｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
と
お
り
決
定
す
る
。

主

文

こ
の
異
議
の
申
出
を
却
下
す
る
。

異
議
の
申
出
の
趣
旨

異
議
申
出
人(

以
下｢

申
出
人｣

と
い
う
。)
は
、
異
議
申
出
書
の
記
載
に
よ
れ
ば
、｢

選
挙
等
に

関
し
私
の
請
求
通
り
以
上
等
の
決
定
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
の
決
定
を
求
め
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。決

定
の
理
由

当
委
員
会
で
は
、
異
議
申
出
書
に
次
の
点
に
つ
い
て
記
載
漏
れ
等
が
あ
っ
た
た
め
、
配
達
証
明
郵
便

で
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
七
日
付
け
を
も
っ
て
、
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の
期
限
を
定
め
て
補
正
を

命
じ
た
が
、
受
け
取
り
が
な
く
保
管
期
間
経
過
の
た
め
同
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
で
返
送
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
改
め
て
同
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
を
も
っ
て
、
同
年
十
二
月
十
日
ま
で
の
期
限
を
定
め
て

補
正
を
命
じ
た
。

一

申
出
人
の
年
齢
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

二

申
出
人
の
住
所
が
正
確
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

三

異
議
の
申
出
に
係
る
処
分
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

四

異
議
の
申
出
に
係
る
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

五

異
議
の
申
出
の
趣
旨
及
び
理
由
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

六

申
出
人
の
押
印
が
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
申
出
人
か
ら
は
補
正
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
申
出
人
に
は
補
正
に
応

じ
る
意
思
が
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
異
議
の
申
出
は
、
公
職
選
挙
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
。
以
下｢

公
選

法｣

と
い
う
。)

第
二
百
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査
法(

昭
和
三
十
七
年
法

律
第
百
六
十
号
。
以
下｢

行
服
法｣

と
い
う
。)

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
異
議
の
申
出
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
等
を
欠
い
て
お
り
、
当
委
員
会
は
、
こ

の
異
議
の
申
出
を
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

よ
っ
て
、
公
選
法
第
二
百
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
行
服
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
委
員
会
は
主
文
の
と
お
り
決
定
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
四
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

平成22年12月21日 火曜日 福 島 県 報 第2243号 651


